
広島県立文書館 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ版古文書講座《第 7回》

広島県庁説諭書写 （明治４年(1871)８月） 重川家文書（8826-381-2）

８月 15 日、広島県当局は打ち壊しや掠奪・放火の激しい山県郡に鎮圧のため兵を一大隊

派遣することにした。この文書は、その際に道筋の村々に通達されたものである。宛先が

「沼田郡より山県郡迄」となっているのはそのためである。
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